
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除に伴う市長メッセージ 

 

9 月 30 日を期限とし、不要不急の外出自粛、公共施設の利用制限、飲食店等の休

業要請・時短要請等を含む「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が解除されま

す。 

当市においては、この 1 週間の新規陽性者が 3 人であり、第 5 波のピーク時（1 週

間 104 人）とくらべ大変落ち着いてきています。これは、市民の皆様お一人おひと

りをはじめとして、エッセンシャルワーカーの皆様、事業所の皆様、そして医療従事

者・保健所職員の皆様の辛抱強く、きめ細かなご尽力のお陰であると、深く感謝申し

上げます。 

これからは、冬場に訪れるであろう 次の波をできるだけ低く抑えつつ、社会経済活

動、日常生活を維持・回復させることが求められます。 

今後の寒い季節に向かう中であっても、一定時間ごとの換気をしっかりと行うこと

が変異株による感染防止の鍵となります。また、マスク・手洗い・消毒、3 密回避と

いった基本的な感染対策の徹底も必要です。 

そのうえで、地域の見守り活動、防災・防犯活動、地域行事等の様々な市民活動も  

再開・継続していただきたいと思います。 

市は、希望者に対する 2 回目ワクチン接種を 10 月中に終える見通しであり、3 回

目のワクチン接種等についても準備を進めてまいります。また、自宅療養者へのケア

も継続いたします。 

加えて、少しでも地域経済を回すために、LINE クーポン事業第 3 弾の 10 月下旬

頃からの実施を予定しています。 

寒さや乾燥といった季節を迎え、年末に向けて人の移動が活発になるなかで、感染

リスクは 今以上に高まります。決して油断することなく、また、過度に恐れることな

く、行楽の秋を楽しみ、誰もが健やかな年末年始を迎えられるようにしたいものです。

市民一丸となって、新型コロナウイルスと賢く付き合う生活スタイルを身に付けてま

いりましょう。 

 

令和 3 年 9 月 30 日 

島田市長 染谷 絹代 


